
て ん り 市 議 会 だ よ り

2020年９月１日号　No.93 　 ６月定例会の内容をお伝えします。

９
月

12
月

６
月

今回の定例会

※題字については、第62回天理市展において議会議長賞を受賞された東田憲子さんにお書きいただきました。

３
月
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自然いっぱいの天理市で

捕まえたカブトムシ。

大切に育ててね。
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こんなことを話し合いました
令和２年６月定例会

開
会
日(

６
月
８
日)

市
長
提
案

再
開
日(

６
月
10
日)

委
員
会
付
託

再
開
日(

６
月
17
日)

一
般
質
問

最
終
日(

６
月
22
日)

採
　
決

●
会
期
の
決
定

　
会
期
を
６
月
23
日
ま
で
の
16
日

　
間
と
決
定
し
ま
し
た
。

●
監
査
報
告

　
監
査
委
員
よ
り
６
件
の
監
査
報

　
告
が
あ
り
ま
し
た
。

●
報
告

　
報
告
５
件
が
上
程
さ
れ
、
原
案

　
ど
お
り
了
承
し
ま
し
た
。

●
承
認
案

　
承
認
案
１
件
が
上
程
さ
れ
、
原

　
案
ど
お
り
承
認
し
ま
し
た
。

●
提
案
説
明

　
今
議
会
に
提
出
さ
れ
た
14
議
案

　
に
つ
い
て
、
市
長
よ
り
提
案
説

　
明
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

●
委
員
会
付
託

　
上
程
さ
れ
た
14
議
案
の
う
ち
、

　
７
議
案
を
文
教
厚
生
委
員
会
に
、

　
１
議
案
を
経
済
産
業
委
員
会
に
、

　
６
議
案
を
総
務
財
政
委
員
会
に

　
付
託
し
て
審
査
す
る
こ
と
と
し

　
ま
し
た
。

文
教
厚
生
委
員
会

・
介
護
保
険
特
別
会
計

　
　
　
　
　
　
補
正
予
算
　
ほ
か

　
　
　
　
　
　
計
７
議
案
を
付
託

経
済
産
業
委
員
会

・
大
和
都
市
計
画
事
業
山
の
辺
第

　
一
工
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施

　
行
規
程
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
１
議
案
を
付
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
財
政
委
員
会

・
一
般
会
計
補
正
予
算
　
　
ほ
か

　
　
　
　
　
　
計
６
議
案
を
付
託

※
委
員
会
審
査
の
概
要
に
つ
い
て

　
は
、
３
〜
５
Ｐ
に
掲
載
し
て
い

　
ま
す
。

●
一
般
質
問

　
・
岡
部
　
哲
雄
　
議
員

　
・
荻
原
　
文
明
　
議
員

　
・
仲
西
　
　
敏
　
議
員

　
・
鳥
山
　
淳
一
　
議
員

　
・
寺
井
　
正
則
　
議
員

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
︵
質
問
順
︶

※
６
〜
８
Ｐ
に
要
旨
を
掲
載
し
て

　
い
ま
す
。

●
表
彰
状
・
感
謝
状
の
伝
達

　
全
国
市
議
会
議
長
会
に
お
い
て
、

　
30
年
以
上
の
勤
続
議
員
と
し
て

　
荻
原
文
明
議
員
へ
表
彰
状
が
授

　
与
さ
れ
、
前
年
度
の
同
議
長
会

　
評
議
員
と
し
て
大
橋
基
之
議
長

　
へ
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
た
た
め
、

　
議
場
で
表
彰
状
及
び
記
念
品
並

　
び
に
感
謝
状
の
伝
達
を
行
い
ま

　
し
た
。

●
人
事
案
件

　
公
平
委
員
の
選
任
及
び
農
業
委

　
員
の
任
命
の
同
意
案
が
上
程
さ

　
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
同

　
意
し
ま
し
た
。

●
委
員
長
報
告

　
所
管
委
員
会
に
付
託
さ
れ
て
い

　
た
14
議
案
に
つ
い
て
、
各
委
員

　
長
よ
り
審
査
の
経
過
並
び
に
結

　
果
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

●
採
決
　

　
14
議
案
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も

　
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

●
追
加
議
案

　
提
出
さ
れ
た
追
加
議
案
に
つ
い

　
て
市
長
よ
り
提
案
説
明
が
あ
り
、

　
原
案
ど
お
り
可
決
し
ま
し
た
。
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文
教
厚
生
委
員
会

６月11日

　﹁
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
並
び

に
特
定
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

施
設
等
の
運
営
に
関
す
る
基

準
﹂
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
地

域
型
保
育
事
業
者
に
お
い
て
、

連
携
施
設
の
確
保
を
不
要
と
さ

れ
る
場
面
が
、
新
た
に
追
加
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　﹁
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
﹂

の
一
部
改
正
に
よ
り
、
地
域
型

保
育
事
業
者
に
お
い
て
、
連
携

施
設
の
確
保
を
不
要
と
さ
れ
る

場
面
が
新
た
に
追
加
さ
れ
た
こ

と
及
び
、
居
宅
訪
問
型
の
保
育

を
提
供
し
う
る
場
面
が
拡
大
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

　﹁
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事

業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
﹂
の
一
部
改
正
に
よ
り
、

学
童
保
育
所
に
設
置
さ
れ
る
放

課
後
児
童
支
援
員
が
修
了
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
研
修
の
実
施

主
体
に
、
都
道
府
県
知
事
及
び

指
定
都
市
の
長
に
加
え
て
、
中

核
市
の
長
が
追
加
さ
れ
た
こ
と

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
し
よ

う
と
す
る
も
の
。

放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部

改
正
に
つ
い
て

　
介
護
保
険
料
の
低
所
得
者
に

対
す
る
軽
減
額
が
増
加
す
る
こ

と
に
伴
い
、
歳
入
の
う
ち
、
保

険
料
の
軽
減
に
よ
る
減
収
分
を

減
額
す
る
と
と
も
に
、
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
で
補
填
す
る

も
の
。
　
　
　
　
　
　
　

　
介
護
保
険
法
施
行
令
等
の
一

部
改
正
に
よ
り
、
第
１
号
被
保

険
者
︵
65
歳
以
上
︶
の
う
ち
、

低
所
得
者
に
対
す
る
令
和
２
年

度
の
保
険
料
の
軽
減
が
強
化
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改

正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
。

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

令
和
２
年
度
介
護
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算

　
デ
ジ
タ
ル
手
続
法
の
施
行
に

伴
い
、
﹁
住
民
基
本
台
帳
法
﹂

等
の
関
係
法
令
の
一
部
が
改
正

さ
れ
、
住
民
票
及
び
戸
籍
附
票

の
除
票
に
係
る
写
し
の
交
付
に

関
す
る
規
定
が
新
た
に
設
け
ら

れ
た
こ
と
及
び
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
廃
止
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
。
　

　
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
観
点
か
ら
、
施
設
老
朽
化

等
の
理
由
に
よ
り
、
柳
本
学
童

保
育
所
を
、
柳
本
小
学
校
内
に

移
設
す
る
こ
と
に
伴
い
、
条
例

に
定
め
る
同
学
童
保
育
所
の
位

置
の
改
正
を
行
う
も
の
。

学
童
保
育
条
例
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

※６月定例会は新型コロナウイルス感染症対策のため、各委員会での「その他質問」を行いませんでしたので、「付託議案の審査概要」のみの掲載となります。



　
民
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
こ

れ
ま
で
年
６
％
と
定
め
ら
れ
て

い
た
商
事
法
定
利
率
が
廃
止
さ

れ
、
年
３
％
に
定
め
ら
れ
た
民

事
法
定
利
率
に
民
法
上
の
法
定

利
率
が
統
一
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と

す
る
も
の
。

大
和
都
市
計
画
事
業
山
の
辺

第
一
工
区
土
地
区
画
整
理
事

業
施
行
規
程
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

4

経
済
産
業
委
員
会

６月12日

　杣之内浄水場更新工事は､平成29年１月27日から令和３年２月28日まで

の５カ年の予定で施工をしており、現在、工程どおりおおむね順調に進んで

いる旨の報告を受けまし

た。

　水質検査の結果、水道

水としての水質基準に適

合したことにより、５月

１日から市内への配水を

開始しています。

杣之内浄水場更新工事の進捗について､
　　　上下水道局から報告を受けました｡

議会へのご意見をお寄せください

   市内１２ヵ所の公民館 （東部 ・ 祝徳 ・ 丹波市 ・

前栽・井戸堂・二階堂・朝和・櫟本・柳本・式上・

福住・山田） に 「議会意見箱」 を設置しています。

議会活動に役立てるため、 皆さんの声を聞かせ

てください。

令和元年12月20日撮影
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総
務
財
政
委
員
会

６月15日

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
３
億
６
９
０
９
万

９
千
円
を
追
加
。

○
歳
出
の
主
な
内
容

・
北
中
学
校
整
備
事
業
に
伴
う
工

　
事
費
の
増
額

・
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
事
業
と
し

　
て
小
中
学
校
へ
の
情
報
端
末
購

　
入
費
の
増
額

・
小
規
模
特
認
校
の
児
童
増
加
に

　
伴
う
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
委

　
託
料
に
よ
る
増
額

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
に
よ

　
る
自
治
会
活
動
備
品
購
入
に
対

　
す
る
補
助
の
増
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
２
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

○
歳
入
の
主
な
内
容

・
国
庫
支
出
金

・
県
支
出
金

・
繰
越
金

・
市
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
北
中
学
校
の
整
備
工
事
及
び
工

　
事
監
理
業
務
が
令
和
３
年
度
に

　
完
了
と
な
り
、
事
業
の
実
施
期

　
間
が
年
度
を
ま
た
ぐ
た
め
、
債

　
務
負
担
行
為
を
追
加
し
よ
う
と

　
す
る
も
の
。

　
地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
令
和
２
年
度
税
制
改
正

に
対
応
す
る
と
と
も
に
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経

済
対
策
と
し
て
、
﹁
住
宅
ロ
ー

ン
の
特
別
控
除
﹂
や
﹁
市
税
の

徴
収
猶
予
﹂
な
ど
の
特
例
措
置

が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

所
要
の
改
正
を
し
よ
う
と
す
る

も
の
。

税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
改

正
に
つ
い
て

　
未
利
用
財
産
を
売
却
す
る
こ

と
に
よ
り
財
源
を
確
保
す
る
た

め
、
市
所
有
の
天
理
市
遠
田
町

４
９
２
番
ほ
か
13
筆
を
、
一
般

競
争
入
札
に
よ
る
落
札
者
に
対

し
て
、
１
億
５
７
０
０
万
円
で

売
却
す
る
に
当
た
り
、
議
会
の

議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財

産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す
る

条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

土
地
の
処
分
に
つ
い
て

　
２
件
の
権
利
の
放
棄
の
う
ち
、

１
件
目
は
、
損
害
賠
償
請
求
権

に
係
る
和
解
契
約
に
つ
い
て
、

相
手
方
よ
り
同
契
約
の
和
解
条

項
に
基
づ
い
た
債
務
の
履
行
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
支
払

請
求
権
を
放
棄
し
よ
う
と
す
る

こ
と
に
つ
き
、
地
方
自
治
法
第

96
条
第
１
項
第
10
号
の
規
定
に

よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る

も
の
。

　
２
件
目
は
、
強
制
執
行
等
に

よ
り
、
損
害
賠
償
金
の
一
部
を

回
収
す
る
こ
と
は
で
き
た
も
の

の
、
相
手
方
の
資
産
及
び
収
入

の
状
況
等
に
鑑
み
て
、
こ
れ
以

上
の
債
権
回
収
は
困
難
で
あ
る

と
判
断
し
、
当
該
支
払
請
求
権

を
放
棄
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に

つ
き
、
地
方
自
治
法
第
96
条
第

１
項
第
10
号
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て



6

※一般質問の要旨については、発言した議員が編集しています。

市民のみなさんの暮らしをより良いものにするため、市に対して質問を行いました。

その主な内容をお伝えします。（6～ 8Ｐ）

こんなことを質問しました

Ｑ
　
風
水
害
等
の
災
害
時
に
お
け

る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
は
。

Ａ
　
避
難
所
で
の
感
染
リ
ス
ク
が

高
ま
る
三
密
回
避
や
ク
ラ
ス
タ
ー

発
生
に
つ
い
て
の
注
意
な
ど
を
、

Ｈ
Ｐ
や
﹁
町
か
ら
町
へ
﹂
で
広
報

す
る
。
住
ん
で
い
る
地
域
が
浸
水

想
定
区
域
か
、
土
砂
災
害
警
戒
区

域
か
を
防
災
マ
ッ
プ
で
確
認
し
て

い
た
だ
き
、
垂
直
・
水
平
避
難
な

ど
、
避
難
行
動
の
多
様
化
の
啓
発

に
努
め
る
。
　
　
　
　
　︵
市
長
︶

Ｑ
　
避
難
所
開
設
に
あ
た
り
、
感

染
症
対
策
の
具
体
的
方
策
や
留
意

事
項
に
つ
い
て
は
。

Ａ
　
避
難
所
で
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
予
防
対
策
方
針
を
定

め
て
い
る
。
避
難
所
の
収
容
人
数

を
考
慮
し
、
公
民
館
に
加
え
て
、

小
学
校
を
利
用
す
る
な
ど
可
能
な

限
り
多
く
の
避
難
所
を
設
置
す
る
。

体
育
館
の
利
用
や
、
熱
中
症
対
策

と
し
て
エ
ア
コ
ン
の
整
備
さ
れ
た

教
室
を
活
用
す
る
。
避
難
所
入
口

に
は
マ
ス
ク
の
配
布
、
消
毒
液
の

設
置
、
非
接
触
体
温
計
の
利
用
に

加
え
、
発
熱
等
の
避
難
者
に
は
専

用
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
。
災
害

対
策
本
部
・
警
戒
本
部
を
設
置
し

た
際
は
、
体
調
不
良
の
避
難
者
に

つ
い
て
順
次
対
応
で
き
る
よ
う
災

害
救
援
本
部
を
併
設
し
て
立
ち
上

げ
る
。
ま
た
、
市
保
健
師
に
よ
る

電
話
相
談
や
巡
回
等
の
対
策
を
講

じ
る
。

　
避
難
所
の
環
境
対
策
と
し
て
、

避
難
者
が
座
っ
た
り
横
に
な
っ
た

り
で
き
る
よ
う
敷
マ
ッ
ト
や
ワ
ン

タ
ッ
チ
式
の
簡
易
ベ
ッ
ド
を
充
実

さ
せ
る
。
段
ボ
ー
ル
ベ
ッ
ド
、
段

ボ
ー
ル
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
、
ワ
ン

タ
ッ
チ
式
個
室
テ
ン
ト
等
を
利
用

し
、
三
密
回
避
、
飛
沫
対
策
も
考

慮
し
て
い
き
た
い
。
　
　︵
市
長
︶

 新型コロナウイルス感染症対策と防災 岡部　哲雄  議員

一問一答

QＡQＡ

一
　
般
　
質
　
問

岡
部
　
哲
雄
　
議
員

・
新
型
感
染
症
に
お
け
る
市

　
の
防
災
対
策
に
つ
い
て

荻
原
　
文
明
　
議
員

・
各
種
税
及
び
料
の
減
免
、

　
納
付
猶
予
等
に
つ
い
て

・
入
札
制
度
に
つ
い
て

・
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本

　
計
画
の
施
策
の
推
進
等
に

　
つ
い
て

・
情
報
公
開
制
度
の
改
善
等

　
に
つ
い
て

　
　

仲
西
　
敏
　
議
員

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

　
染
症
の
影
響
を
受
け
た
経

　
済
活
動
の
活
性
化
に
つ
い

　
て

鳥
山
　
淳
一
　
議
員

・
子
ど
も
達
の
学
校
生
活
に

　
つ
い
て

・
独
居
高
齢
者
対
応
に
つ
い

　
て

　
　

寺
井
　
正
則
　
議
員

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

　
染
症
対
策
に
つ
い
て
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経
済
活
動
の
活
性
化

Ｑ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
と
経
済
対
策
方
針
は
。

Ａ
　
緊
急
事
態
宣
言
後
、
本
市
も

市
内
事
業
者
に
休
業
へ
の
協
力
を

要
請
し
、
ご
協
力
頂
い
た
事
業
者

の
経
営
持
続
を
、
サ
ポ
ー
ト
す
る

こ
と
が
非
常
に
大
事
と
考
え
る
。

市
民
の
生
活
支
援
の
際
は
、
い
か

に
市
内
の
事
業
者
へ
の
消
費
喚
起

に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
を
意
識
し
、

国
の
補
正
予
算
等
の
財
源
を
最
大

限
活
用
し
て
、
本
市
の
施
策
を
行

い
た
い
。
　
　
　
　
　
　︵
市
長
︶

Ｑ
　
市
の
取
り
組
み
や
支
援
は
。

Ａ
　
支
援
の
つ
な
ぎ
を
し
っ
か
り

行
う
。
飲
食
店
の
支
援
と
し
て
、

広
報
紙
で
の
お
う
ち
ご
は
ん
券
の

配
布
と
共
に
、
県
の
休
業
要
請
協

力
金
に
10
万
円
の
上
乗
せ
及
び
、

家
賃
・
水
道
光
熱
費
支
援
10
万
円

の
合
計
20
万
円
を
、
県
の
給
付
決

定
文
書
と
本
市
の
申
請
書
の
み
で

給
付
す
る
。
ま
た
、
事
業
者
支
援

と
し
て
支
え
合
い
券
を
全
戸
配
布

す
る
。
今
後
は
国
や
県
の
補
正
予

算
を
有
効
に
活
用
す
る
。︵
市
長
︶

Ｑ
　
今
後
の
経
済
活
性
化
施
策
は
。

Ａ
　
生
活
支
援
や
就
業
支
援
が
大

前
提
と
考
え
る
。
本
市
が
進
め
て

い
る
テ
レ
ワ
ー
ク
や
、
過
密
な
都

市
部
か
ら
地
方
に
魅
力
を
感
じ
る

流
れ
で
、
本
市
の
利
便
性
と
豊
か

な
自
然
環
境
を
併
せ
持
つ
町
と
い

う
魅
力
を
発
信
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
事
業
に
新
た
な
付
加
価
値
が

つ
い
て
い
る
。
今
後
の
本
市
の
地

方
創
生
や
、
生
き
残
る
地
方
都
市

と
し
て
、
こ
れ
ま
で
育
て
て
き
た

も
の
を
生
か
し
て
い
く
思
考
が
非

常
に
大
事
と
考
え
る
。
　︵
市
長
︶ 

Ｑ
　
新
時
代
に
適
応
し
た
産
業
振

興
策
の
考
え
は
。

Ａ
　
今
あ
る
も
の
を
生
か
し
て
い

く
視
点
に
立
っ
た
施
策
が
非
常
に

大
事
と
考
え
る
。
　
　
　︵
市
長
︶

今後も生活支援の消費喚起を組み合わせた施策に取り組む 仲西　　敏  議員

一問一答

新
型
コ
ロ
ナ
危
機
対
応
の
充
実
を

Ｑ
　
各
種
税
・
料
金
の
減
免
、
納

税
猶
予
の
基
準
作
成
、
負
担
能
力

に
応
じ
た
適
用
範
囲
の
拡
充
で
、

暮
ら
し
を
守
る
実
効
性
の
あ
る
対

策
を
求
め
ま
す
。

Ａ
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
対
し
て
は
、
地
方
税
法
の
改

正
に
よ
る
一
年
間
の
徴
収
猶
予
の

特
例
で
対
応
し
て
い
る
。
市
民
税

等
、
減
免
で
き
る
も
の
は
要
綱
を

作
成
し
運
用
し
て
い
る
。︵
市
長
︶

入
札
制
度
と
政
治
倫
理
条
例

Ｑ
　
入
札
参
加
事
業
者
に
政
治
倫

理
条
例
遵
守
誓
約
書
等
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。
疑
義
の
あ
る
請
負

契
約
に
つ
い
て
政
治
倫
理
審
査
会

に
諮
問
す
る
こ
と
。

Ａ
　
入
札
参
加
者
か
ら
条
例
遵
守

誓
約
書
等
の
提
出
は
求
め
る
も
の

で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。
条
例
に

違
反
す
る
疑
い
が
あ
る
場
合
、
市

民
の
調
査
請
求
権
は
明
確
に
定
め

ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　︵
市
長
︶

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画

Ｑ
　
天
理
市
の
農
家
人
口
は
一
〇

年
で
半
減
し
て
い
る
。
家
族
農
業

支
援
、
地
産
地
消
、
ア
グ
リ
ツ
ー

リ
ズ
ム
等
の
推
進
の
た
め
の
食

糧
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
の
作

成
が
必
要
で
す
。

Ａ
　
総
合
計
画
で
農
林
業
経
営
基

盤
の
充
実
、
担
い
手
育
成
、
農
あ

る
豊
か
な
暮
ら
し
の
充
実
を
施
策

と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
着
実
に
実

施
し
て
い
き
た
い
。
　
　︵
市
長
︶

情
報
公
開
の
拡
大
に
つ
い
て

Ｑ
　
知
る
権
利
の
保
障
と
市
民
協

働
の
推
進
の
た
め
に
﹁
意
思
形
成

過
程
情
報
﹂
を
公
開
し
、
よ
り
開

か
れ
た
市
政
を
求
め
る
。

Ａ
　
意
思
形
成
過
程
情
報
の
公
開

は
、
案
件
ご
と
に
慎
重
な
判
断
を

要
す
る
と
考
え
、
今
後
も
著
し
い

支
障
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

は
、
不
開
示
の
対
象
と
す
る
こ
と

は
必
要
と
考
え
る
。
　
　︵
市
長
︶

入札制度と政治倫理条例、税・料金等の減免拡充を 荻原　文明  議員

一括質問

QＡＡQ

Q Q

QＡＡ Q

ＡQＡ Q

ＡＡ
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災
害
時
避
難
所
に
お
け
る
感
染
防

止
対
策
に
つ
い
て

Ｑ
　
避
難
所
の
備
品
・
物
資
の
拡

充
、﹁
避
難
所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂

の
更
新
、
解
り
や
す
い
感
染
防
止

の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
提
示
、
感
染

防
止
対
策
を
踏
ま
え
た
避
難
訓
練

の
実
施
が
必
要
と
思
う
が
。

Ａ
　
感
染
症
対
策
の
た
め
の
防
災

用
備
品
な
ど
の
拡
充
を
進
め
て
い

る
。
県
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
考

に
、
避
難
所
運
営
に
係
る
感
染
対

策
の
強
化
に
努
め
る
と
と
も
に
、

今
後
は
感
染
症
対
策
を
踏
ま
え
た

訓
練
を
鋭
意
検
討
す
る
。︵
市
長
︶

妊
産
婦
や
乳
幼
児
に
寄
り
添
う
支

援
に
つ
い
て

Ｑ
　
自
粛
生
活
の
影
響
で
、Ｄ
Ｖ

や
育
児
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
、
児
童
虐
待
、

育
児
放
棄
が
懸
念
さ
れ
た
が
。

Ａ
　
電
話
相
談
等
に
よ
り
、
家
庭

児
童
相
談
室
に
よ
る
家
庭
訪
問
実

施
、
給
付
金
や
支
援
団
体
に
よ
る

各
種
支
援
策
の
案
内
や
、
ケ
ー
ス

に
よ
っ
て
シ
ェ
ル
タ
ー
や
母
子
寮

の
利
用
に
繋
げ
る
な
ど
細
や
か
に

対
応
し
て
い
る
。︵
健
康
福
祉
部
長
︶

要
望
　
乳
幼
児
健
診
や
予
防
接
種

は
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
適
切
な

時
期
の
実
施
を
要
望
す
る
。

就
学
援
助
対
象
の
児
童
・
生
徒
へ

の
給
食
費
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

Ｑ
　
臨
時
休
業
中
の
給
食
費
相
当

分
を
援
助
す
べ
き
で
は
。

Ａ
　
給
食
費
補
助
相
当
分
を
上
乗

せ
し
た
﹁
天
理
支
え
合
い
券
﹂
１

万
円
分
を
配
布
す
る
こ
と
で
支
援

し
た
い
。
　
　
　
　
　
　︵
市
長
︶

学
習
保
障
に
必
要
な
人
的
・
物
的

体
制
の
強
化
に
つ
い
て

Ｑ
　
臨
時
休
業
等
に
よ
り
、
学
び

の
機
会
が
損
な
わ
れ
た
が
、
ど
の

様
に
取
り
組
ん
で
い
か
れ
る
の
か
。

Ａ
　
夏
季
休
暇
の
短
縮
や
土
曜
日

の
活
用
と
と
も
に
、
文
部
科
学
省

の
支
援
策
を
活
用
し
、
着
実
に
適

切
に
対
応
し
て
い
く
。︵
教
育
長
︶

コロナウイルス感染症対策について！ 寺井　正則  議員

一問一答

Ｑ
　
今
年
度
の
教
育
課
程
と
評
価

は
。

Ａ
　
授
業
は
近
距
離
対
応
を
避
け
、

夏
休
み
と
土
曜
に
実
施
し
、
指
導

要
領
の
内
容
を
年
度
内
に
終
え
る
。

評
価
は
臨
時
休
業
中
の
課
題
等
を

含
め
、
小
学
校
は
二
学
期
に
ま
と

め
て
、
中
学
校
は
例
年
ど
お
り
評

価
評
定
を
行
う
。
　
　︵
教
育
長
）

Ｑ
　
学
校
再
開
で
の
小
一
プ
ロ
ブ

レ
ム
、
中
一
ギ
ャ
ッ
プ
対
応
は
。

Ａ
　
心
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
実
施
。

早
期
対
応
し
て
い
る
。︵
教
育
長
︶

Ｑ
　
動
画
等
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
・
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

ス
ク
ー
ル
構
想
の
進
展
は
。

Ａ
　
秋
頃
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を

児
童
・
生
徒
へ
一
人
一
台
配
布
。

日
常
的
に
利
用
し
、
新
し
い
授
業

の
創
造
を
目
指
す
。
　︵
教
育
長
︶

Ｑ
　
家
庭
教
育
の
重
要
性
が
見
直

さ
れ
て
い
る
が
、地
域
教
育
、パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
活
用
は
。
　
　

Ａ
　
学
校
再
開
に
よ
り
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
活
動
が
各
学
校
で
始

ま
る
。
新
た
に
﹁
天
理
ま
な
び
支

え
合
い
塾
﹂
を
９
月
よ
り
開
講
し
、

大
学
生
が
中
学
三
年
生
の
学
習
支

援
を
行
う
。
　
　
　
　︵
教
育
長
︶

要
望
　
文
部
科
学
省
表
彰
の
櫟
本

小
学
校
﹁
こ
ど
も
夢
応
援
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
﹂
を
天
理
の
モ
デ
ル
と

し
て
広
げ
て
欲
し
い
。

Ｑ
　
高
齢
者
、
独
居
高
齢
者
へ
の

感
染
拡
大
防
止
、
心
身
の
状
況
、

生
活
実
態
把
握
な
ど
、
見
守
り
や

そ
れ
に
伴
う
支
援
は
。

Ａ
　
乳
酸
菌
飲
料
配
布
を
通
じ
た

安
否
確
認
や
厚
労
省
の
安
心
生
活

創
造
事
業
に
よ
り
、
見
守
り
活
動

を
継
続
。
市
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

団
体
に
よ
る
手
紙
の
配
布
や
、
活

脳
教
室
受
講
者
へ
の
教
材
配
布
時

に
声
か
け
等
を
行
う
。
介
護
予
防

教
室
、
サ
ロ
ン
等
の
場
を
再
開
し
、

高
齢
者
の
皆
様
方
に
以
前
の
生
活

を
取
り
戻
す
た
め
サ
ー
ビ
ス
利
用

の
呼
び
か
け
に
努
め
る
。︵
市
長
︶

みんなで感染症克服を！ 鳥山　淳一  議員

一問一答

QＡＡ Q

Q Q

QＡＡＡ QＡ QQ

Ａ

ＡＡ

要
望

要
望

Q
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会派の構成が新しくなりました。また、それに伴い議会運営委員会委員も変更になりました。

こんなことが決まりました
全員賛成で可決した議案

・令和元年度繰越明許費繰越計算書　　
・令和元年度事故繰越繰越計算書
・令和元年度水道事業会計予算繰越計算書
・令和元年度下水道事業会計予算繰越計算書
・市営の住宅に係る訴えの提起に関する専決処分の報告について
・専決処分の承認を求めることについて
・公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて
・農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて
・令和２年度一般会計補正予算　・令和２年度介護保険特別会計補正予算　
・税賦課徴収条例の一部改正について　・手数料条例の一部改正について
・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正
　について
・家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について　
・放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
・学童保育条例の一部改正について　・介護保険条例の一部改正について
・大和都市計画事業山の辺第一工区土地区画整理事業施行規程の一部改正について
・土地の処分について　・権利の放棄について
・二階堂小学校雨水貯留槽設置工事請負契約の議決事項の一部変更について
・令和２年度一般会計補正予算（追加議案）

会派の紹介 Ｒ.2.5.28 現在 Ｒ.2.5.28 現在

◎西﨑　圭介　○山田　哲生
　今西　康世　
◎飯田　和男　○内田　智之
　大橋　基之　　榎堀　秀樹　　　
　市本　貴志　　東田　匡弘
◎鳥山　淳一　○岡部　哲雄　　
　加藤嘉久次　　

　仲西　　敏　　石津　雅恵　　
　寺井　正則　　荻原　文明　

◎…幹事長　○…副幹事長

議会運営委員会

委 員 長　東田　匡弘　　
副委員長　石津　雅恵
委　　員　西﨑　圭介　　鳥山　淳一
　　　　　市本　貴志　　飯田　和男

令和の会

清 風 会

絆 の 会

　　　
無 会 派

報　告

承認案
同意案

議　案

令和 2年度一般会計補正予算 (追加議案 )の主な内容
　国の２次補正予算に対応した新型コロナウイルス感染症に関連する対策事業等として、歳入歳出に
それぞれ4億２３２７万３千円を追加するもの。
歳出の主な内容
・乳幼児健診委託料　・ひとり親世帯臨時特別給付金　・天理支え合い券事業　・家賃支援給付事業
・避難所用物品購入事業　　・ＧＩＧＡスクール事業　　・天理まなび支え合い塾事業　　ほか
歳入の主な内容
・国庫支出金　　・県支出金　　・繰越金　　　ほか　
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市議会のしくみ 議会の役割や、定例会の流れについて説明します。

　市議会の主な役割は、法律で定められた市の重要事項（予算や決算、条例など）について市民に代わって、
市として最終的な意思決定を行うことです。
　市議会は市長や議員から提案された議案に対し議決という形で意思決定を行いますが、単に可否の決定を
行うだけでなく、審議の過程で各議員が様々な質疑、意見表明等を行うことによって、市の施策に関わって
います。

　市議会では、市の意思を決定する本会議、議案を細かく審査する委員会など様々な会議があります。委員
会は常任委員会、議会運営委員会が設置されており、必要に応じて特別委員会が設けられます。

　　　　　　　議員全員で構成され、市長や議員から提案された議案などについて審議し、最終的な意思決
　　　　　　　定をします。また、議員には一般質問が認められており、市の一般事務や将来に対する方針
　　　　　　　などについて質問を行います。

　　　　　　　各常任委員会の所管に属する事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査します。

　○総務財政委員会…市長公室、総務部、会計室、公平委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事
　　　　　　　　　　務局の所管に属する事項
　○文教厚生委員会…くらし文化部、健康福祉部、教育委員会の所管に関する事項
　○経済産業委員会…環境経済部、建設部、農業委員会事務局、上下水道局の所管に属する事項

　　　　　　　　　 議会運営を円滑に行うために、また運営に関する様々な問題について協議します。

　　※法律・条例に規定している上記の委員会に加え、議会改革推進委員会や水害対策委員会等、法律・条
　　　例に規定のない委員会も必要に応じて開催しています。

● 市議会の主な役割

● 会議の種類

定　例　会

臨　時　会

議会運営委員会

特別委員会

議員全員が議場に
集まって行う会議

少人数で専門的に
議案を細かく審査
する機関

条例で年４回（通常３月、６月、９月、12月）
開催されることが決められている定期的な会議です。

特定の案件を審議するために招集される会議です。

総務財政委員会、文教厚生委員会、経済産業委員会
が設置されています。各委員会の定数は６人です。

議会運営を円滑に行うために設置されています。
定数は６人です。

特定の問題について、審査や調査・研究を行います。

常任委員会

議　会

本　会　議

委　員　会

本　会　議

常任委員会

議会運営委員会
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定例会の流れ

　市議会の決定に基づき、実際に仕事を行うのが市長（市役

所）です。市長をはじめ、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員などを「執行機関」といいます。

　市議会と市長などの執行機関は、まったく対等の立場に

立って、ちょうど車の両輪のようにお互いに尊重し、議論し

合いながら住みよい天理市の実現に努力しています。

　

● 本会議１日目

● 本会議２日目

● 常任委員会・特別委員会

● 本会議３、４日目

● 本会議最終日

招 集 告 示　　　定例会が招集される場合は、7日前までに市長がその旨を告示します。

開　　　会　　議長の開会宣告により開会されます。

会期の決定　　本会議の会期を決定します。

議案の上程　　会議の議題として審議の対象とします。

議案の説明　　議案の提案者がその主旨を述べます。

委員会付託　　議案などを詳細に審議するため、議案の内容により所管する常任委員会・特別委員会に
　　　　　　　付託します。

議案の説明　　付託された議案についてさらに詳しく説明が行われます。

質問・質疑　　細かい内容について質問・質疑を行います。

討　　　論　　委員が議案について賛成又は反対の意思を表明します。

採　　　決　　多数決により委員会として意思を決定します。

一 般 質 問　　議員から市政全般に関する一般質問が行われます。

委員長報告　　常任委員会または特別委員会の委員長が、委員会での審査結果を本会議に報告します。

討　　　論　　議員が議案について賛成または反対の意思表明をします。

採　　　決　　多数決により議会としての意思を決定します。

閉　　　会　　議長が閉会宣告し、議会を閉じます。なお、閉会後も特定の案件（事件）について、
　　　　　　　継続して審査されます。

⬇

⬇

⬇
⬇

⬇
⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇

⬇



●９月 １ 日（火）
　 ９ 時30分　議会運営委員会
　11時00分　本会議開会
●９月 ３ 日（木）
　 ９ 時30分　議会運営委員会
　11時00分　本会議再開
〇９月 ４ 日（金）９時30分　文教厚生委員会
〇９月 ７ 日（月）９時30分　経済産業委員会
〇９月 ８ 日（火）９時30分　総務財政委員会
〇９月 ９ 日（水）９時30分　決算特別委員会
〇９月10日（木）９時30分　決算特別委員会
●９月14日（月）
　 ９ 時00分　議会運営委員会
　10時00分　本会議再開　一般質問
●９月15日（火）
　10時00分　本会議再開　一般質問
●９月17日（木）
　 ９ 時30分　議会運営委員会
　11時00分　本会議再開

土金木水火月日

令和２年第３回天理市議会定例会
本会議・委員会日程
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※会　期＝９月18日（金）までの18日間
※新型コロナウイルス感染症対策のため、本会議及び各委員会の傍聴をご遠慮いただきますようお願いします。
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議会広報編集委員会

委 員 長　　東田　匡弘

委　　員　　西﨑　圭介

委　　員　　市本　貴志

副委員長　　石津　雅恵

委　　員　　鳥山　淳一

委　　員　　飯田　和男

　本会議のライブ中継及び録画中継を、

天理市ホームページからご覧いただけます。

またお手持ちのスマートフォ

ンからもご覧いただけます。

議会をスマートフォンで見られます

　会派の変更があったため、委員会の構成

委員が変更になりました。（右記）

　７月６日及び７月27日に議会改革推進

委員会が開催され、今後の検討課題につい

て協議が行われました。

議会改革推進委員会の委員の変更がありました。

●新委員
委員長　榎堀　秀樹　　副委員長　鳥山　淳一
委　員　石津　雅恵　　委　　員　西﨑　圭介
委　員　大橋　基之　　委　　員　内田　智之
委　員　市本　貴志　　委　　員　東田　匡弘

本会議
10:00

経済
9:30

総務
9:30

決算
9:30

決算
9:30

本会議
10:00

本会議
11:00

（会期）

本会議
11:00

本会議
11:00

文教
9:30


